
第 18 号令和8年 富士見町

富士見町出産祝い金等交付要綱の一部を改正す
る要綱をここに公布する。

令和8年2月18日

渡　辺　　葉富士見町長

告示



富士見町告示第18号 

 

富士見町出産祝い金等交付要綱の一部を改正する要綱 

 

富士見町出産祝い金等交付要綱(令和4年富士見町告示第20号）の一部を次のように改正す

る。 

 

題名を次のように改める。 

富士見町出産祝い金交付要綱 

 第1条中「及び出産お祝い券(以下「出産祝い金等」という。)」を削る。 

 第3条中「出産祝い金等」を「出産祝い金」に、「次の各号に該当する」を「出生した日(以

下「出生日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により

町の住民基本台帳に記載されている者であって、出生日から1年以上、町内に居住する見込

みの者」に改め、同条各号を削る。 

 第4条を次のように改める。 

(出産祝金の額) 

第4条 出産祝金の額は、100,000円とする。 

 第5条から第7条までの規定中「出産祝い金等」を「出産祝い金」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第1号及び様式第2号を次のように改める。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。 


